
  

小 学 校   国 語    

１ 言葉による見方・考え方を働かせる 
  言語による見方・考え方を働かせるとは，児童が学習の中で，対象と言葉，言葉と言葉との関係を，言葉の意味，

働き，使い方等に着目して捉えたり問い直したりして，言葉への自覚を高めること。 

 

２ 目標 

 言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を次のとお

り育成することを目指す。 

(1)（知識及び技能） 

    日常生活に必要な国語について，その特性を理解し適切に使うことができるようにする。  

(2)（思考力，判断力，表現力等） 

   日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う。 

(3)（学びに向かう力，人間性等） 

     言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，国語を尊重してその能力の向上

を図る態度を養う。  

  

改訂において示す国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力とは，国語で表現された内容や事柄を正確に理解

する資質・能力，国語を使って内容や事柄を適切に表現する資質・能力であるが，そのために必要となる国語の使い

方を正確に理解する資質・能力，国語を適切に使う資質・能力を含んだものである。正確に理解する資質・能力と，

適切に表現する資質・能力とは，連続的かつ同時的に機能するものであるが，表現する内容となる自分の考えなどを

形成するためには国語で表現された様々な事物，経験，思い，考え等を理解することが必要であることから，今回の

改訂では，｢正確に理解｣，｢適切に表現」という順に示している。 

 

３ 改訂の要点 

(1) 目標及び内容の構成 

① 目標の構成の改善 

国語科で育成を目指す資質・能力を「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力」と規定するとともに，

目標を「知識及び技能」,「思考力，判断力，表現力等」,「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱で整理し

た。また，このような資質・能力を育成するためには，児童が「言葉による見方・考え方」を働かせることが

必要であることを示している。 

  ②  内容の構成の改善 

三つの柱に沿った資質・能力の整理を踏まえ，従前，「話すこと・聞くこと」，「書くこと」，「読むこと」

の３領域及び〔伝統的な言語事項〕で構成していた内容を,〔知識及び技能〕及び〔思考力，判断力，表現力等〕

に構成し直した。｢学びに向かう力，人間性等」については，教科及び学年等の目標においてまとめて示し，指

導事項のまとまりごとに示すことはしていない。 

(2) 学習内容の改善・充実 

 ① 語彙指導の改善・充実 

語彙は，全ての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤となる言語能力を支える重要な要素である。

このため，語彙を豊かにする指導の改善・充実を図っている。語彙を豊かにするとは，自分の語彙を量と質の

両面から充実させることである。各学年において，指導の重点となる語句のまとまりを示すとともに，語句へ

の理解を深める指導事項を系統化して示した。 

  ② 情報の扱い方に関する指導の改善・充実 

情報の扱い方に関する「知識及び技能」は国語科において育成すべき重要な資質・能力の一つである。こう

した資質・能力の育成に向け，「情報の扱い方に関する事項」を新設し，｢情報と情報の関係」と「情報の整理」

の二つの系統に整理して示した。 

  ③ 学習過程の明確化，｢考えの形成」の重視 

〔思考力，判断力，表現力等〕の各領域において，学習過程を一層明確にし，各指導事項を位置付けた。ま

た，全ての領域において，自分の考えを形成する学習過程を重視し，｢考えの形成」に関する指導事項を位置付

けた。 

  ④ 我が国の言語文化に関する指導の改善・充実 

「伝統的な言語文化」,｢言葉の由来や変化｣,｢書写｣,｢読書」に関する指導事項を「我が国の言語文化に関する

事項」として整理するとともに，第１学年及び第２学年の新しい内容として，言葉の豊かさに関する指導事項

を追加するなど，その内容の改善を図った。 

  ⑤ 漢字指導の改善・充実 

都道府県に用いる漢字２０字を「学年別漢字配当表」の第４学年に加えるとともに，児童の学習負担に配慮

し，第４学年，第５学年，第６学年の配当漢字及び字数の変更を行った。 

 



  

 (3) 学習の系統性の重視 

小・中学校を通じて，〔知識及び技能〕の指導事項及び〔思考力，判断力，表現力等〕の指導事項と言語活動例

のそれぞれにおいて，重点を置くべき指導内容を明確にし，その系統化を図った。 

 (4) 授業改善のための言語活動の工夫 

   〔思考力，判断力，表現力等〕の各領域において，どのような資質・能力を育成するかを(1)の指導事項に示し，

どのような言語活動を通して資質・能力を育成するかを(2)の言語活動例に示すという関係を明確にするととも

に，各学校の創意工夫により授業改善が行われるようにする観点から，従前に示していた言語活動例を言語活動

の種類ごとにまとめた形で示した。 
(5) 読書指導の改善充実 

   各学年において，国語科の学習が国語科読書活動の学習に結びつくよう〔知識及び技能〕に「読書」に関する

指導事項を位置付けるとともに，「読むこと」の領域では，学校図書館などを利用して様々な本などから情報を

得て活用する言語活動例を示した。 

 

４  指導計画の作成と内容の取扱い  

 (1) 指導計画作成上の配慮事項 

   ① 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に関する配慮事項 

 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，児童の主体的・対話

的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，

言葉の特徴や使い方などを理解し自分の思いや考えを深める学習の充実を図ること。 

   ②  〔知識及び技能〕に関する配慮事項 

第２の各学年の内容の〔知識及び技能〕に示す事項については，〔思考力，判断力，表現力等〕に示す事項

の指導を通して指導することを基本とし，必要に応じて，特定の事項だけを取り上げて指導したり，それらを

まとめて指導したりするなど，指導の効果を高めるよう工夫すること。なお，その際，第１章総則第２の３の

(2)のウの(ｲ)に掲げる指導を行う場合には，当該指導のねらいを明確にするとともに，単元など内容や時間の

まとまりを見通して 資質・能力が偏りなく育成されるよう計画的に指導すること。 

    ③ 低学年における他教科や幼児教育との関連についての配慮事項 

低学年においては，第１章総則の第２の４の(1)を踏まえ，他教科等との関連を積極的に図り，指導の効果を

高めるようにするとともに，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮す

ること。 特に，小学校入学当初においては，生活科を中心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割の

設定を行うなどの工夫をすること。 

   ④ 他教科等との関連についての配慮事項 

言語能力の向上を図る観点から，外国語活動及び外国語科など他教科等との関連を積極的に図り，指導の効

果を高めるようにすること。 

   ⑤ 障害のある児童への配慮についての事項 

障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を

計画的，組織的に行うこと。 

(2) 内容の取り扱いについての配慮事項 ※現行どおりの配慮事項は記述なし 

 ① 〔知識及び技能〕に示す事項の取扱い 

ア 日常の言語活動を振り返ることなどを通して，児童が，実際に話したり聞いたり書いたり読んだりする場

面を意識できるよう指導を工夫すること。 

イ 理解したり表現したりするために必要な文字や語句については，辞書や事典を利用して調べる活動を取り

入れるなど，調べる習慣が身に付くようにすること。 

ウ  第３学年におけるローマ字の指導に当たっては，第５章総合的な学習の時間の第３の２の(3)に示す，コン

ピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得し，児童が情

報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮することとの関連が図られるようにすること。 

エ  漢字の指導については，第２の内容に定めるほか，次のとおり取り扱うこと。  

   ・他教科等の学習において必要となる漢字については，当該教科等と関連付けて指導するなど，その確実な定

着が図られるよう指導を工夫すること。  

オ  書写の指導については，第２の内容に定めるほか，次のとおり取り扱うこと。  

  ・第１学年及び第２学年の(3)のウの(ｲ)の指導については，適切に運筆する能力の向上につながるよう，指導

を工夫すること。 

② 学校図書館などの活用に関する事項 

児童が読む図書については，人間形成のため偏りがないよう配慮して選定すること。 

 

５ 移行措置期間の留意事項 

  平成３０年度及び平成３１年度の第１学年から第６学年までの国語科の指導 

  ・現行の学習指導要領第２章第１節の規程にかかわらず，その全部又は一部について新学習指導要領２章第１節

の規程によることができる。 

  ・現行の学習指導要領による場合には，平成３０年度及び３１年度の４学年並びに平成３１年度の５学年の国語

の指導に当たっては，新小学校学習指導要領第２章第１節の別表の学年別漢字配当表によることとする。 


